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第４次広域計画（案）の修正箇所について 

 

１ 医療懇話会（11/16）における御意見 

御意見 対応 

 

【ｐ16 （４）マイナンバーカード

の被保険者証利用等への対応】 

 

・医療保険者向け中間サーバーへの

情報登録について、「迅速かつ正

確に登録する」などの言葉は入れ

ないのか。 

 

・ご意見を踏まえ、「迅速かつ正確に」を加えます。 

 

（変更後） 

マイナンバーカードの被保険者証利用等に対応するた

め、広域連合は市町村と連携し、資格情報や健診・医療

情報を適正に管理し、医療保険者向け中間サーバーに迅

速かつ正確に登録します。 

 

 

２ パブリックコメントの結果 

 ⑴ 実施時期     令和３年１１月１日から１１月３０日まで 

 ⑵ 計画案の公表場所 広域連合ＨＰ、広域連合事務局、各市区町村後期高齢者医療主管課 

 ⑶ 意見提出方法   ①郵送、②ファックス、③電子メール、④持参 

 ⑷ 提出された意見  ０件 

 

３ その他の修正箇所 

 ⑴ ｐ7、8 図表３、４中の推計値について、フォントが斜体でしたが、他のページと表記を

合わせるため標準体に変更しました。 

 ⑵ ｐ11 マイナンバーカードの被保険者証利用が本格運用されたことから「（予定）」を削

除しました。 

 

４ 今後、時点修正を行う箇所 

 ⑴ ｐ5 Ｒ２埼玉県総人口 

   埼玉県の推計人口を使用していますが、総務省統計局から令和2年10月1日現在の国勢調査

人口（確報値）が公表（令和4年1月頃）された後に、推計人口が再集計・公表される見込

みですので、再集計された人口に置き換えます。 

 ⑵ ｐ9 令和４・５年度の保険料率に関する記述 

   保険料率が決定しましたら、決定した保険料率、保険料額等を記載します。 

 ⑶ ｐ12 「マイナンバーカードの交付状況」、「全国の医療機関等における顔認証付きカー

ドリーダー等の申込状況」 

   広域連合議会２月定例会へ提出する議案作成時点で、国から公表されている最新値に置き

換えます。 
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新旧対照表 

 

ページ 新 旧 

 

ｐ16 

 

（４）マイナンバーカードの被保険者証利用等への対応 
 

マイナンバーカードの被保険者証利用等に対応するため、広域連合は

市町村と連携し、資格情報や健診・医療情報を適正に管理し、医療保険者

向け中間サーバーに迅速かつ正確に登録します。 

また、マイナンバーカードの被保険者証利用のメリットについて、被保険

者に対して分かりやすい周知や説明を行うなど、普及・啓発に努めます。 

 

 

（４）マイナンバーカードの被保険者証利用等への対応 
 

マイナンバーカードの被保険者証利用等に対応するため、広域連合は

市町村と連携し、資格情報や健診・医療情報を適正に管理し、医療保険者

向け中間サーバーに登録します。 

また、マイナンバーカードの被保険者証利用のメリットについて、被保険

者に対して分かりやすい周知や説明を行うなど、普及・啓発に努めます。 

 

 


